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(57)【要約】
　医療または病院環境においても使用できるが、一般的
な使用に特に適合されたビジネスフォームは複数のリス
トバンドのロールまたは連続構造体を含んでおり、各リ
ストバンドは、連続支持体に沿って配置された一連の表
面素材パッチを有する、ラミネート材料でできた下層の
連続支持体から構成されたパネル内に個々に形成されて
いる。各リストバンドには各表面素材パッチにダイカッ
トされた表面素材画像領域と、ラミネート材料でできた
下層の支持体にダイカットされたラミネート部分とが設
けられ、２つのダイカット部分は互いに付着され、その
パネルから容易に分離するためにマトリックスを形成し
ている。ラミネート部分は、表面素材部分を収容するた
めの第１領域と、第１領域と表面素材部分を折り重ねて
重ね合わせるための、同様のサイズで形成された第２の
領域と、これと一緒にラミネート部分の両側に延びるペ
アのストラップとを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルフラミネート型のリストバンドを備えるビジネスフォームであって、前記リ
ストバンドがそれぞれ、熱画像表面と、プリント可能な表面層部分を実質的に取り囲むラ
ミネート層部分と、人の外肢の周りに巻き付けるための前記表面層の片側から延びるスト
ラップ部分と、ストラップ部分をプリント可能な表面層部分に接合するための付着部分と
を備えるプリント可能な表面層部分を有し、それによって前記リストバンドを前記人の外
肢に取り付け、前記複数のリストバンドが、隣接するリストバンドから各リストバンドを
分離するミシン目を備える、端と端を接して配置されたリストバンドの連続ロールに形成
され、前記ロールが、実質的にリストバンドの幅である、ビジネスフォーム。
【請求項２】
　少なくとも２つのセルフラミネート型のリストバンドからできた連続構造体を備えるビ
ジネスフォームであって、前記リストバンドがそれぞれ少なくとも部分的に支持体にダイ
カットされ、支持体から分離することができ、前記リストバンドが、前記支持体に端と端
を接して配置され、前記連続構造体が、実質的にリストバンドの幅を有する、ビジネスフ
ォーム。
【請求項３】
　前記連続構造体が、複数の分離可能な多層パネルを備え、支持体が前記各パネルの少な
くとも１層を備え、前記リストバンドがそれぞれ、単一パネルを備える層にダイカットさ
れている、請求項２に記載のビジネスフォーム。
【請求項４】
　前記パネルがそれぞれ、２つの材料層を備え、前記複数のリストバンドがそれぞれ、前
記層の両方へのダイカットによって形成されている、請求項３に記載のビジネスフォーム
。
【請求項５】
　前記連続構造体が、ロールに巻くのに十分な柔軟性を有する、請求項４に記載のビジネ
スフォーム。
【請求項６】
　支持体層がラミネート材料を含み、他の層が表面素材を含み、前記表面素材が、識別表
示でプリントされるように適合されている、請求項４に記載のビジネスフォーム。
【請求項７】
　前記支持体が、連続構造体の全長に沿って延びる連続層を備え、前記各パネルをそれに
隣接するパネルから分離するための前記支持体層内のミシン目をさらに備え、各パネルが
ミシン目に沿って連続構造体から分離することができる、請求項６に記載のビジネスフォ
ーム。
【請求項８】
　前記支持体層内のダイカットが、ペアのストラップを備えるラミネート部分を形成し、
前記ラミネート部分が、表面素材部分に付着するための第１領域と、前記支持体から分離
した後に表面素材部分を覆うための第２領域とを備え、それによって表面素材部分を重ね
合わせる、請求項７に記載のビジネスフォーム。
【請求項９】
　表面素材部分に施された任意のプリントが、第２のラミネート部分領域によってオーバ
ーラミネートされた後に、第２のラミネート部分領域を通して目で確認できるように、第
２のラミネート部分領域がほぼ透明である、請求項８に記載のビジネスフォーム。
【請求項１０】
　複数のセルフラミネート型のリストバンドの連続ロールであって、前記リストバンドが
それぞれ前記ロールから分離可能であり、プリント情報を表示するように適合された表面
素材層の一部と表面素材部分が付着されるラミネート層の一部とからできた２層マトリッ
クスを備え、前記ラミネート部分がまたラミネート層領域を備え、このラミネート層領域
が、表面素材部分を折り重ねて、表面素材部分を保護し、着用者の手首周りにリストバン
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ドを接合するための少なくとも１本のストラップを備える、連続ロール。
【請求項１１】
　各リストバンドのラミネート部分が、前記連続支持体へのダイカットによって形成され
、表面素材部分が、表面素材層へのダイカットによって形成され、２層マトリックスが、
前記ダイカットに沿って前記連続ロールから分離することができる、請求項１０に記載の
連続ロール。
【請求項１２】
　各リストバンドが、対応する表面素材層を有し、隣接する表面素材層が接続されていな
い、請求項１１に記載の連続ロール。
【請求項１３】
　各表面素材部分が、それに対応するラミネート部分に付着され、各ラミネート部分が折
り重ね部分を有し、この折り重ね部分が、ロールから分離された後、表面素材部分を折り
重ねて重ね合わせる、請求項１２に記載の連続ロール。
【請求項１４】
　ラミネート部分が、表面素材部分と折り重ね部分のそれぞれの側面に延びるストラップ
を有する、請求項１３に記載の連続ロール。
【請求項１５】
　折り重ね部分が、折り重ねられた後に、表面素材部分を見ることができるようにほぼ透
明である、請求項１４に記載の連続ロール。
【請求項１６】
　隣接するリストバンドを分離するために、連続支持体内に形成された弱い線をさらに備
える、請求項１２に記載の連続ロール。
【請求項１７】
　表面素材が感熱プリントされるように適合されている、請求項１０に記載の連続ロール
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００３年１２月２３日付で出願され、現在米国特許第７，２２２，４４８
号となっている出願番号第１０／７４４，７６６号の一部継続出願であり、出願番号第１
０／７４４，７６６号は、２００３年７月２５日付で出願され、現在係属中の出願番号第
１０／６２７，１３５号の一部継続出願であり、出願番号第１０／６２７，１３５号は、
２００２年１０月３０日付で出願され、現在係属中の出願番号第１０／２８３，７７７号
の一部継続出願であり、出願番号第１０／２８３，７７７号は、２００２年９月２７日付
で出願され、現在係属中の出願番号第１０／２５６，７５８号の一部継続出願であり、こ
れらの開示が、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　例えば医療患者といった人を、その人の所有物、またはその人に関連付けなければなら
ない他の物品により個々に特定する方法が利用できれば好都合である状況が多々ある。こ
のように書くと、２００１年９月１１日の悲劇的事件に関する最近の事件が、このような
１つの状況の顕著な例となっている。そのような状況では、必死に医療を必要としている
人々を彼らの所持品と結びつける適切な方法が存在しないことが明らかとなった。さらに
恐ろしいことは、身体の各部分を特定し、それらを区別し、その悲惨な日に引き起こされ
た大混乱の中で、分類するために用いることができる一種のデータベースを構築する必要
があることである。そのような状況下および多くの他の同様の緊急事態では、医療従事者
および救急隊員は、彼ら自身への人的危険を避けるために用いられる手袋などの保護衣服
を身に着けており、医療的処置を必要とする被害者に関して彼らに提示されているもの、
貴重品を含む被害者の所有物、および被害者の家族と連絡を取るのに必要なものを分類す
るために、途方もない時間的プレッシャーを受ける。通常、環境は危険で、火災、飛び散
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る破片、崩壊するビル、呼吸できない空気などを伴う可能性があり、これは環境を、普段
の病院または他の管理環境とは全く異なるものにし、いずれの「標準的な」形式の切迫し
た対応をも困難にする状況にある。
【０００３】
　考慮しなければならない状況の別の態様は、異なる治療担当者が１人の被害者に対処す
ることが珍しくないということである。一般に、被害者が最初に治療を受ける場合、その
人の損傷の性質および程度によって分類される。次に、被害者の数と医療関係者の数が一
致しない状況下で、最もひどい損傷を受けた人が最初に治療を受け、残りの人は、時間が
利用できるときに治療を受ける。これは通常手順であり、絶望的な状況において、人命の
損失を最小限にするための試みである。したがって、一般に、被害者を「優先順位付け」
し、その後に被害者の医療状況が何であるかを医療従事者に即座に明らかにする何らかの
方法で、被害者を特定することが要求される。これは簡単に聞こえるが、これらの混乱状
況の中では、十分に訓練された医療関係者であっても、このプロセスにおいて損失時間が
発生し、優れた戦略がこの分類について用いられない場合、被害者は誤って特定されるか
、または分類後の被害者の状態が容易に確認できなくなり、その結果、これらの「慈悲の
天使」の貴重な時間が、１人の被害者から別の被害者へ移るに伴って、不必要に無駄にな
り得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の緊急状況により、救急処置室において提供されている清潔な環境下での使用を
意図した治療形態のニーズの範囲を越えた、独特なニーズが生じる。上述のように、医療
関係者は、通常、手袋をはめており、また慌てている。したがって、使用されるいずれの
フォームも、ぎこちない指で容易に操作されるように適合されていなければならない。取
扱説明の時間はなく、したがって、フォームは、ほぼ直感的に使用できなければならない
。通常、流体（不利な点は、血液および他の体液であることが最も多い）が存在するため
、フォームは保護されなければならない。フォームを被害者およびその人の所有物に取り
付けて、高信頼性で両者を関連付ける、簡単で、高速の、フールプルーフな方法でなけれ
ばならない。さらに、被害者を迅速に処置し、情報を正確に収集するように、被害者にフ
ォームを取り付けるとき、フォームからの身元特定情報を迅速に収集できる必要がある。
身元特定情報は、一般に、あらかじめ考え抜かれていなければならず、優先順序付け作業
と整合させるためにあらかじめコード化されてもよく、その結果、身元特定情報を知るこ
とは単に、被害者の医療状態についての何らかの情報を伝えることになる。さらに、それ
ぞれの被害者の状態に適合するフォームを使用する際に有効な柔軟性がいくらかあること
が望ましい。
【０００５】
　この悲劇的事件によって実証されたさらに別の必要性は、家族やその他の愛する人に情
報を提供する必要性である。９／１１事件の後、愛する人が見つからない場合、家族やそ
の他の人は何度も出かけて、通りを歩きまわり、どのような噂も追いかけ、地理的に離れ
た救急医療地を訪ね、情報を求めることが広く公表された。このこと自体が生存者の間に
大きな不安と苦痛を引き起こした。家族にとって生存者に関する情報を入手することほど
重要ではないが、情報を集約できないことは、悲劇的事件の大きさを判断できないことを
含む、他の問題を生み出した。生存者の完全なリストは、たとえそのときまでに個々に情
報を入手できていても、何日間も集約することができなかった。通常のデータベースにこ
のような情報を集約するのに適切な方法は全くなかった。インターネットを利用するいく
つかの試みがなされたが、誤りが多く、少なくとも一部は、その情報の信頼性の欠如のた
めに、そこに掲示された情報はすぐに無視された。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従来技術におけるこれらのニーズおよび他のニーズを解決するために、本明細書におい
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て、発明者は、いくつかの実施形態で親出願において開示され、クレームされているビジ
ネスフォームと、この種の医療的な緊急状況に対して特定の用途を有するフォームの使用
を組み入れた方法とをこれまでに開発してきた。簡単に言えば、フォームの第１実施形態
は紙製の支持体シートを備え、この支持体シートは、支持体シートから分離するために、
リストバンド／ラベルアセンブリのダイカットを有する。好ましくは、紙製のシートは、
識別表示をあらかじめプリントされ、カラーコード化され、好ましくはポリプラスチック
でもよい保護被膜層で上面および下面が覆われている。リストバンド／ラベルアセンブリ
は、支持体フィルムの下側層に乾燥接着されてもよく、その結果、接着剤を残すことなく
リストバンド／ラベルアセンブリを支持体から容易に分離できる。アセンブリのリストバ
ンド部分は、一端にタブを有し、長いストラップ部分を有してもよい。このストラップ部
分は、組み立てられると、被害者の手首などの対象物に巻かれ、タブ部分にスロットを備
える「締付け部」を通して元に折り返され、次に、ストラップ部分の端部にある接着部分
によってストラップ部分自体に付着される。タブは、好ましくは、複数の個々に分離可能
な、ダイカットされたラベルを有しており、ラベルおよびリストバンドはそれぞれ、好ま
しくはバーコードであり得る識別表示を有する。親出願のうちの１つにおいて開示された
実施形態では、スロットは、ラベルの内側にあるが、本明細書で最初に開示する実施形態
では、スロットは、タブのラベル支持部分の外側にある。さらに、本明細書で最初に開示
する実施形態は、より細く、よりスリムにし、医療的な表示を削除して、リストバンド／
ラベルのフォームを、簡単な識別要素としてより普遍的に適用可能にする。
【０００７】
　使用中、親出願のリストバンド／ラベルアセンブリは、ラベルで埋められたタブを保持
する支持体と、ストラップ部分とから分離されている。締付け部のスロットはダイカット
され、アセンブリは、下部のフィルム支持体シートと共に後ろに残すように接着されたフ
ィラーで分離されるように形成される。ストラップ部分は、重ね合わされた下部パッチで
覆われた端部を有し、その結果、ストラップ部分が分離すると、ストラップ部分は、接着
剤を有する端部を覆う剥離カバーを保持する。支持体から分離した後、リストバンド／ラ
ベルアセンブリは、流体による汚染を防ぐために、上面および下面の両方の上に保護層を
有し、タブは、リストバンドから分離するために穴をあけられてもよいラベル部分を有す
る。各ラベルは個々に分離可能であり、識別表示が記載されている。好ましくは、リスト
バンドはカラーコード化されており、フォームは、それぞれが多数の異なる色のそれぞれ
のうちの複数の色を備えるセットで形成されてもよい。あるいは、カラーコード化され、
穴をあけられたタブは、タブ部分の端部に設けられてもよく、これにより、医療技術者は
、単に１つ以上のタブを分離し、正しいタブを外側タブとして残して、被害者の状態を視
覚的に表示するだけでよい。好ましくは、タブ部分の各縁部に空白のタブを設けることに
より、医療状態を表示する際の意識的な試みとしてのタブの分離に失敗したと誤って解釈
されないようにする。さらに別の実施形態では、医療的な表示は削除されてもよく、スト
ラップ部分は、医療以外の目的で患者またはその他の個人の身元を単に表示するためのフ
ォームをより一般的に使用可能にするようにスリムであってもよい。リストバンドは、ス
トラップ部分を人の外肢に巻き付け、ストラップ部分を外肢の周りに取り付けるためのス
ロットを備える「締付け部」を通してストラップ部分を滑らせ、ストラップ部分をきつく
引っ張り、次に、剥離カバーを除去した後、接着剤でストラップ部分自体に付着するため
にストラップ部分をその部分の上の折り返すことによって、容易に取り付けることができ
る。
【０００８】
　親出願において図示され、開示された第２実施形態では、リストバンド／ラベルアセン
ブリは、あらかじめプリントされ、アセンブリの最終構造では、タブ／ラベル部分とスト
ラップ部分とを好ましくは４つの層から生成されるようにして、形成されている。上部の
透明フィルム層が表面素材（ｆａｃｅ　ｓｔｏｃｋ）層の上を覆い、表面層を保護し、こ
の表面層の上に、バーコードとカラー「状態」コードとを含むあらかじめプリントされた
情報がプリントされる。次に、同じく使用中の表面素材を保護するために、接着層が表面
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素材をベースのフィルム材料に接合する。いずれの実施形態においても、種々の寸法の身
体部分にぴったりと合うように、２つ以上のスロット、すなわち「締付け」点が設けられ
てもよい。また、より小さいサイズまたは大きいサイズの、より多くのまたはより少ない
バーコード付きのラベルが、設計者の選択または使用者のニーズに適する使用のために選
択されてもよい。また、上述のように、スロットは、ラベル部分の外側にあってもよく、
それによってリストバンドを人に取り付けやすくし、下にあるウェブが、リストバンドを
意図した使用に維持するのに適切な強度よりも大きい強度を提供するので、完全性を犠牲
にすることがない。
【０００９】
　親出願の発明の方法においては、フォームが被害者に取り付けられ、これにより被害者
が識別表示に関連付けされ、被害者の所有物に適切にタグが付けられると、コンピュータ
にあらかじめロードされたソフトウェアは、利用可能なだけ被害者に関する多くの情報を
受け取ることができる。情報のアイテムは、被害者に関連するカラーコード（好ましくは
、被害者の医療状態を示す）、被害者の名前および他の人口学的情報、身長、体重、人種
などの被害者の統計データ、被害者の損傷または状態の性質に関するより詳細な情報、そ
の被害者が処置されている場所、およびその他の適切な情報を含んでもよい。このとき、
コンピュータはオンラインに接続されてもよく、またはオンラインであってもよく、デー
タセットがウェブサイトにアップリンクされてもよい。複数の治療センターがそれぞれ同
時に被害者を処置し、ウェブサイトにデータを送信することにより、アクセスを容易にし
、被害者の状態について知ることに関心がある人に表示することができる。被害者の状態
が変化すると、更新情報をウェブサイトに提供できるが、親出願の方法が、大部分の人に
できるだけ速く初期情報を提供することにおいて最も有効であると本発明者は考えている
。更新情報は、被害者の家族が、治療が施されている場所を見つけ出し、そこに出向くと
きに、より直接的に利用できる。ウェブサイトおよびデータリンクの安全保護は、データ
の完全性を損う可能性のある何らかの危害が生じるのを防ぎ、その結果、家族は掲示され
た情報を信頼することができる。
【００１０】
　当業者であれば理解できるように、残念なことに、世界が現在直面しているテロの危険
性の高まりを考えると親出願の発明を利用する必要があり、それに伴い、被害者を迅速に
処置するだけでなく、これらの被害者に関する情報を収集し、配布する作業を容易にする
ニーズが増している。親出願の発明はこれらのニーズに対処するものであり、これらのニ
ーズは、実際には、我々の世の中の移り変わりによって悪化した長年の切実なニーズであ
る。このことから、これまでの説明は、親出願の発明のいくつかの利点および特徴の簡単
な説明を提供する。読者の理解のために以下に述べる親出願の好ましい実施形態に関する
図面および説明を参照することによって、より十分な理解が得られることができる。
【００１１】
　本発明者は、親出願の発明の特徴のうちのいくつかを採用し、それを利用して明細書で
は、本発明者に対して発行された特許（米国特許第６，４３８，８８１号明細書、第６，
０６７，７３９号明細書、第６，０００，１６０号明細書およびまだ係属中のその他の特
許）により例示されるように、リストバンド技術における本発明者の従来の成果の上に構
築している。これら特許の開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。上記で参照し
た、より最近出願された第２の特許出願において開示およびクレームされているように、
本発明者の発明では、親出願の発明の「締付け部」を独特で非明示的な方法でセルフラミ
ネート型リストバンドフォームに組み込んで、本明細書では利用できない多くの利点およ
び特徴を提供している。第２の親出願の発明が、以下でより詳細に説明するように、いく
つかの実施形態で例示され、実施形態はそれぞれにそれ自体の独特な利点および特徴を有
するが、第２の親出願の発明は、本発明者の先の特許において見られる構成から逸脱して
いることを表している。相違点のうちのいくつかは、概して表面素材領域の片側から延び
る単一の、好ましくは細いストラップ部分を用いることを含み、締付け部は、表面素材の
片側に位置し、および表面素材の上を覆うラミネート部分の上部または下部部分のいずれ
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かに近接して位置するスロットを備える。このように構成すると、本発明者の先の発明の
リストバンド構成より優れたいくつかの利点が得られると考えられる。まず、本発明では
、本発明者は、表面素材をあまり使わず、結果的に、オーバーラミネートする必要がある
フォームの面積がより小さくなる。言い換えると、本発明者の先の特許権を有するリスト
バンドでは、実質的にリストバンドの全長が表面素材で構成され、リストバンドの全てが
オーバーラミネートされた。より最近の親出願の発明では、好ましくは、表面素材の「パ
ッチ」のみを使用し、これにより、プリントのための空間量が減少するが、同時に必要な
オーバーラミネートの「パッチ」のサイズも小さくなる。このより小さいオーバーラミネ
ートの「パッチ」は、看護士または他の医療専門家が折り重ねてアセンブリを完成させる
のが容易になり、したがって、リストバンドを患者に取り付けるのがはるかに簡単になる
。関連する利点は、患者の手首を取り囲む「ストラップ部分」から表面素材を削除するこ
とによって、このストラップ部分はより細くなり、単一のラミネート層から形成できる（
接着剤を用いずに）ことである。これは、いくつかの理由によって患者にとってより快適
となる。ストラップがより細くなることによって、患者が日常生活の動作を行う際に、患
者が患者の手首を動かすとき、患者の皮膚を縛り、押し付けることが少なくなる。ストラ
ップはまた、単一層のみで形成されると、より薄くなり、したがってより柔軟になり得る
。この構成では、従来の設計よりも細いラミネート層を用いて、患者の快適さを高めるこ
とができる。入院中の患者は、一般に、患者の普段の環境の外にいることから始まる不快
感を有し、入院治療を必要とする患者は一般に、年をとっていようと若かろうと、出生前
のように虚弱であり、また患者の皮膚は通常よりも敏感になっている可能性があるため、
患者の快適さは、重要な考慮事項である。したがって、患者の快適さは重要な設計基準で
ある。
【００１２】
　さらに別の利点は、この設計に締付け部を組み込むことによって得られる。締付け部は
、好ましくはリストバンドのいくつかの場所のうちの１つに位置し得るスロットを備える
が、締付け部はいくつかの独特な利点を提供する。第１に、必要な場合には、締付け部は
看護士に熟知している容易な取付け治具を与えることから、および締付け部は男性も女性
もほとんど全ての人が着用する普通のベルトとかなり類似していることから、締付け部は
、リストバンドを患者により簡単に取り付けるために使用されてもよい。非協力的な、ま
たはのた打ち回っている、またはそれ以外に抵抗する可能性のある患者に対しては、リス
トバンドを取り付けることは、ストラップをスロットに通すことを意味し、それが達成さ
れた後は、残りのなすべきことは比較的簡単である。きつく縛る必要がある患者に対して
、締付け部は、締付け部とストラップが所定の位置に付着されている間にストラップをき
つく締めて、そのきつく締めた状態を維持するための容易な手段を提供する。これによっ
て、従来の設計を用いる場合よりもストラップの長さを簡単に組み込み調節することがで
きる。締付け部は、バンド上のいくつかの場所のうちの１つに位置してもよく、各場所は
、それ自体が独特な利点を提供する。表面素材とストラップとの中間に位置する場合、表
面素材は、リストバンドが取り付けられた後に患者の手首から自由にぶら下がる「ハンギ
ングタグ」に変わる。これは、看護士が表面素材にプリントされた情報を見つけて読むの
を助け、また、表面が平坦である場合は、例えば携帯バーコードリーダを用いて、看護士
が表面素材上にプリントされた表示を読み取るのを容易にする。また、このように構成す
ると、より小さいストラップが、例えば新生児などのより小さな手首に容易に取り付けら
れる。スロットが表面素材の外側に位置している場合、表面素材は従来のリストバンドよ
りも強く患者の手首を締め付け、折り重ねラミネート層の余分の領域を用いてストラップ
を所定の位置に付着するのに用いられ、より確実な取付けとしてもよい。いずれかの構成
が、特定の用途に応じて望ましくなり、使用者の選択にゆだねられる。
【００１３】
　上述のように、ストラップ部分は、選択される実施形態に応じて、いくつかの方法のう
ちの１つで付着される。締付け部が表面素材とストラップとの中間にある場合、ストラッ
プの端部は、スロットを通り抜けた後、ストラップの端部をストラップ自体の上に折り返
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して付着するために用いられる接着パッチを有する。締付け部が表面素材の外側にある場
合、スロットを通る折り目と一緒に接着剤を保持し得るラミネート部分の「延長部」を用
いて、ストラップがスロットを通り抜けた後、延長部を折り目で折り曲げ、ストラップを
接着剤で所定の位置に「固定して」もよい。これは、ストラップを所定の位置に付着する
ための第２の手段を提供する。
【００１４】
　表面素材層は、ダイカットを用いて表面素材層内に画定されたプリント可能な領域また
は層を有し、一方、ラミネート層は、ラミネート層内にダイカットされた３つの要素を有
する。ラミネート層は、ストラップ部分とラミネート部分と締付け部分と（これら全ては
、ラミネート層内にダイカットされている）を有し、リストバンドが取り付けられた後に
ストラップをそれ自体に固定するために、好ましくはストラップ部分の先端部に接着剤を
塗布し、また表面素材のプリント可能な領域を実質的に全体、および好ましくは全体を取
り囲み、封止するためにラミネート部分に接着剤を塗布し、またストラップ部分が締付け
部を通り抜けた後、ストラップ部分に付着するために締付け部分（表面素材の外側に位置
する場合）に接着剤を塗布している。好ましくは、接着剤は表面素材の判読性（視認性お
よびバーコードの両方）を改善するために、表面素材上を覆うラミネート部分から削除さ
れてもよい。本実施形態の変形形態においては、表面素材に対して概して垂直に整列した
スロットであることが好ましい締付け部は、表面素材領域の外側または表面素材とストラ
ップ部分との中間のいずれかで、いくつかの場所のうちの１つに位置してもよい。表面素
材の外側に位置する場合、締付け部は、ラミネート部分の上部に近接するかまたは下部内
のラミネート部分の延長部内のいずれかの２つの場所のうちの１つに位置してもよい。表
面素材とストラップ部分との中間に位置する場合、締付け部は、ラミネート部分の上部お
よび下部内の両方に位置するペアのスロットから形成されてもよい。この構成では、接着
剤を塗布して、上部のラミネート部分および下部のラミネート部分を接合するが、看護士
が時間を取り、および、ラミネート部分の半分部分を折り曲げて重ね合わせて表面素材を
封止する前に、患者の協力を得てストラップをスロットのうちの１つだけを通り抜けさせ
ることができない限り、接着剤は、ストラップを適切な位置に保持するのに役立たない。
しかしながら、これは、最初に表面素材を封止し、その後ストラップをスロットに通り抜
けさせることよりも望ましくない取付け手法であると考えられている。
【００１５】
　追加の特徴として、本発明者は、同じ２つの材料層内に形成される延長部材をこれまで
に開発してきた。この延長部材は、一端に接着剤を塗布した折り重ねまたは「クラムシェ
ル」部分を有し、他端に接着パッチを有する一本のラミネート層を備える。延長部材は、
好ましくは、ストラップ部分と同じ幅になるようなサイズにされ、またストラップ部分へ
、ストラップ部分の長さに沿って固定するクラムシェルを用いることによって、ストラッ
プ部分に取り付けられる。この延長部材の接着パッチはストラップを接合する機能を果た
す。延長部材を用いると、リストバンドは、好都合には、リストバンドが形成されている
フォームまたは支持体の全長に限定されることなく、より大柄の患者に対して使用できる
。
【００１６】
　これらの実施形態の変形形態においては、より最近の親出願の発明の新規なリストバン
ドは複数の自己接着性の剥離ラベルを備えるシートで形成されてもよく、これらラベルの
全ては患者に関する識別表示または情報がプリントされてもよい。異なる大きさまたは同
じ大きさのいくつかのリストバンドが、ラベルの有無に関わらず、単一シートで形成され
てもよい。延長部材もまた任意の１つ以上の変形形態で提供されてもよい。なお、変形形
態は、使用者の予期されるニーズおよび設計上の選択によってのみ限定される。
【００１７】
　締付け部を備える２つの一般的なカテゴリーのリストバンド／ラベルのフォームにおけ
る、本発明に対するさらなる改良として、本発明者は、多くの選択と利点とを提供するた
めに、リストバンドが必要とされる特定の状況に応じてフォームを変更した。本明細書に
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記載した第１実施形態に関して、上述のように、本発明者は、フォームを変更して締付け
スロットがタブ上のラベル部分の外側になるようにすることを考案し、医療的表示を削除
し、それによってフォームをよりスリムにし、より広範囲の用途における使用に適合可能
にした。ラベル部分に関するいくつかの配置が示され、必要なラベルの数に応じて、フォ
ームの完全性を損なうことなく、それぞれの用途に適合するための多様な選択を提供する
。他の実施形態におけるのと同様に、フォームを特定、または番号付け、または分類する
バーコード方式または他の手段が用いられてもよく、フォームの設計者または使用者の想
像力によってのみ制限される。さらに、リストバンドのフォームは、例えば、会社名をプ
リントするなど、利用可能なプリント領域を有していてもよい。
【００１８】
　リストバンドフォームの第２の一般的なカテゴリーに関しては、本発明者は表面素材領
域に近接する端部にタブを設けた。タブは、接着剤で囲まれた第２のスロットを有し、こ
のスロットを通して尾状部分または自由端部分を挿入し、リストバンドを着用する人に着
けられるようにリストバンドを接合する。自由端が挿入された後、好ましくは、スロット
は折り目で折り重ねられ、自由端は保持され、所定の位置に付着される。次に、残りの自
由端が第２のスロットに挿入され、表面素材の下に邪魔にならないように隠され、何かに
引っかからないようにされる。この構成によって、追加の自由端に傷が付かないようにで
き、これにより、折り重ねられたタブを単に持ち上げ、自由端部を引き抜いて再度位置決
めすることによって、リストバンドの長さを後に再調節してもよい。追加の特徴として、
表面素材は、好ましくは外側のスロットの縁部まで延びており、それによって、自由端部
が滑って通過する場所に最も近い接着剤を覆い、それによって、リストバンドが取り付け
られる際に、接着剤に「くっつく（ｈａｎｇ　ｕｐ）」ことがなくなるようにする。さら
に、接着剤が第２のスロットの周りの領域に塗布されるため、親出願で開示された他の実
施形態におけるのと同様に、自由端の先端にパッチとして取り付けられなくてもよい。し
たがって、自由端がスロットに挿入されるとき、接着パッチは、患者の皮膚または体毛を
不注意につかむことがなく、それによって、この実施形態もまた、接着パッチを取り付け
る際に患者に「くっつく」ことがなくなる。代わりに、接着剤は、患者から離れる方向に
向く表面に置かれる。
【００１９】
　さらに別の実施形態では、表面素材の両側にスロットが設けられ、その両方のスロット
を通して自由端が挿入され得る。この構成では、表面素材領域が自由端の上を覆い、表面
素材領域は、単一のスロットが用いられる他の実施形態よりも「丸み」が少なくなってい
る。これは、表面素材上に位置する情報を読み取るのに役立ち、情報がバーコード化情報
であるならば、情報を補助するのに重要となる。また、２つのスロットを備える実施形態
では、同じフォームが、フォームの多様性を向上させる種々の方法で利用されてもよい。
これは、単一のフォームを患者の異なる身体部分で用いることを意図する用途については
特に重要となる。このような一例は、リストバンドを脚だけでなく手首にも取り付けるこ
とが望ましい新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）である。この用途においては、同じリストバ
ンドが、身体の異なる部分、すなわち手足に取り付けられ、１つのスロットまたは両方の
スロットのサイズに応じて、患者を快適にし、プリントされた情報に容易にアクセス可能
にするために用いられてもよい。しかしながら、異なる太さの手足に適合させる必要があ
る場合であっても、同じフォームが使用されてもよく、それによって、在庫必要量を最小
限にし、２枚以上のシートのリストバンドを用いるという無駄なまたは余分なコストを削
減できる。
【００２０】
　本発明者の先の発明に関するさらに別の改良では、本発明者は、リストバンドを熱画像
タイプの表面素材において用いるように適合させ、その適合に関連して、折り重ねラミネ
ート部分の方向を変えることによって、より細いロールに取り付けできるリストバンドに
対して異なる設計を有する、典型的な熱画像プリンタに適合させることを試みた。より具
体的には、リストバンドのラミネート部分は、本明細書で開示しているように、プリント
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可能な表面素材部分を重ね合わせるために用いられる「折り重ね」フラップを含む。本実
施形態では、フラップは表面素材の下または上の位置から、表面素材部分の端部に取り付
けられる位置まで移動する。このような方向に向けることによって、リストバンドの高さ
が低くなり、特にサーマルプリンタを用いて、また他の同様に構成されたプリンタを用い
て処理するために、リストバンドの連続的流れをロール上に好都合に形成できる。また、
このような方向に向けることは、サーマルプリンタ、さらに言えば、連続式用紙（ｆａｎ
－ｆｏｌｄ）用に設定された他のプリンタを用いて連続的にプリントするために、複数の
リストバンドに対して連続式構成を形成するのに適合する。
【００２１】
　さらに別の改良においては、本発明者は、画像のための小さい追加スペースを加えたリ
ストバンドの画像領域の片側に肩部を「切り欠き」、それによりリストバンドが「取得す
る」フォーム上の利用可能な空間をより広く利用し、より広い画像領域からより細いバン
ドまたはストラップ部分への移行部を「柔らかくする」ことによって患者により大きい快
適性を提供する。この切り欠かれた肩部の特徴は、好ましくは空間に対する考慮から画像
領域の片側のみに設けられるが、同様に両側に設けられてもよい。この特徴では、ラミネ
ート部分だけでなく表面素材も同じ形状に切り欠かれ、ラミネート層は大きめのサイズと
され、これまでの設計と同様に、表面素材の完全な封入を維持し、表面素材を保護する。
あるいは、適切なサイズである場合は、ラミネート層が表面素材を依然として覆い、それ
を保護することから、ラミネート層は切り欠かれなくてもよい。
【００２２】
　これらの新規な実施形態のいずれかのリストバンドは、個々の必要性および用途に適合
させるために、自己接着性ラベルの有無に関わらず、「シートレット」形式で提供されて
もよく、または、種々の組み合わせで混合および適合されてもよい。任意の設計の２つ以
上のリストバンドがまた同じシート上に提供されてもよく、同じまたは異なる設計の複数
のリストバンドが種々の長さで提供されてもよい。実際に、これらの新規な実施形態は、
特定の必要性または要望を満たすために、これまでの設計のリストバンドと組み合わせて
もよい。
【００２３】
　本明細書で開示した感熱リストバンドの実施形態をさらに改良するために、最新の改良
が実現されてきた。この最新の改良は、表面素材パッチをパネルに分離する、線状の弱い
部分または穴を有する、ラミネート材料でできた連続した支持体層に貼付けられる一連の
上部表面素材層パッチを備える２層の連続した構造を含む。２層マトリックスのリストバ
ンドは、各パネルにダイカットされ、リストバンドは、サーマルプリンタによってプリン
トされた後にパネルから分離し、折り畳んで表面素材部分の上に重ねてもよく、その後、
ペアの対向するストラップにより着用者の手首に固定される。２層構造の柔軟性の結果と
して、分離された表面素材層と、相対的に薄い支持体内にあり隣接する表面素材層の間に
ある弱い線状部分とを備える連続した構造は、特に、大部分のサーマルプリンタで使用す
るためにロール状に巻かれるのに適する。
【００２４】
　本発明の主たる利点および特徴を上で説明してきたが、以下の好ましい実施形態に関す
る図面および説明を参照することによって、本発明の種々の実施形態の全てにおける本発
明のより十分な理解が得られることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】リストバンド／ラベルアセンブリを支持体から分離する前の、親出願の発明のビ
ジネスフォームの第１実施形態の上面図を示す。
【図２】図１で示された第１実施形態の側面図である。
【図３】第１実施形態の支持体から分離後のリストバンド／ラベルアセンブリの上面図で
ある。
【図４】被害者の外肢に取り付けられたリストバンド／ラベルアセンブリの図である。
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【図５】被害者のデータをインターネット上で収集および表示する方法を実行するために
用いられるコンピュータシステムの図である。
【図６】親出願の発明のビジネスフォームの第２実施形態の上面図である。
【図７】第２実施形態の底面図である。
【図８】第２実施形態の拡大図であり、第２実施形態を含む４層を詳細に示している。
【図９】締付け部の代替位置を示す、差込口を有するセルフラミネート型リストバンドと
略封筒サイズのシートレット内に形成された延長部材の第１実施形態の上面図である。
【図１０】複数の自己粘着ラベルを有するページサイズのシート内に形成されたセルフラ
ミネート型リストバンドと延長部材との第１実施形態の上面図である。
【図１１】長さが異なる複数のセルフラミネート型のリストバンドを有する、ページサイ
ズのシートの上面図であり、ペアのＩＤカードに結合されたリストバンドの代替構成を示
す。
【図１２】ペアのリストバンドと複数の自己接着性ラベルとを有する、ページサイズのシ
ートの上面図である。
【図１３】代替構成のペアのリストバンドと複数の自己接着性ラベルとを有する、ページ
サイズのシートの上面図である。
【図１４】タブに含まれる２枚の全幅ラベルの外側に締付けスロットを備える、リストバ
ンド／ラベルフォームの上面図である。
【図１５】より多くの全幅ラベルがタブに含まれていることを除いて、図１４の実施形態
の変形形態の上面図である。
【図１６】全幅のラベルと一緒に、いくつかのペアのラベルがタブ内に垂直に配置されて
いることを除いて、図１４の実施形態のさらに別の変形形態の上面図である。
【図１７】垂直に配置されたペアのラベルがタブ内に含まれていることを除いて、図１４
の実施形態のさらに別の変形形態の上面図である。
【図１８】外側の締付けスロットを有したリストバンドと、延長部材と、ラベルマトリッ
クスとを備えるリストバンドを有する、ページサイズのシートの上面図である。
【図１９】ページサイズのシートの上面図であり、このシートは、一方のリストバンドは
ペアの外側の締付けスロットを有し、他方のリストバンドは表面素材の両側に締付けスロ
ットを有する、ペアのリストバンドと、いずれかのリストバンドおいて使用するための延
長部材と、ラベルマトリックスとを有する。
【図２０】それぞれが表面素材の両側に締付けスロットを有するペアのリストバンドを有
する、ページサイズのシートの上面図である。
【図２１】サーマルプリンタを通すために、ロール方式で繰り返すのに適した構成を有す
る延長部材と自己接着性ラベルとを備える、感熱紙構造に適したリストバンドの上面図で
ある。
【図２２】図２１で示された感熱リストバンドの部分切断図であり、リストバンドと延長
部材の剥離方法および接着層をさらに詳細に示している。
【図２３】より細い素材でできた連続ロールに形成されている複数のリストバンドに適応
する、画像領域から長手方向に延びる折り重ねラミネート部分を有する感熱紙の構造に特
に適したリストバンド構造の上面図である。
【図２４】図２３に示されたリストバンド構造の部分切断図であり、剥離被膜および接着
層を詳細に示している。
【図２５】表面素材画像部分と、ラミネート層の片側の両端において切り欠かれた肩部を
有するラミネート層とを有するリストバンドを含む、シートレットの上面図である。
【図２６】ペアの自己接着性ラベルとともに、図２５で示した構造のリストバンドを有す
るシートレットの上面図である。
【図２７】延長部材と自己接着性ラベルと一緒に、図２５および図２６に示される構造と
同様の構造のリストバンドを有するシートレットである。
【図２８】切り欠かれた肩部構造と、延長部材と、４枚の自己接着性ラベルとを備えるリ
ストバンドを有し、プリントを助けるための穴があらかじめ開けられたシートレットであ
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る。
【図２９】切り欠かれた肩部構造と、延長部材と、プリンタ処理のためにあらかじめ穴が
開けられたフォームを有する自己接着性ラベルマトリックスとを有するリストバンドを備
える、ページサイズのフォームである。
【図３０】切り欠かれた肩部構造の第１リストバンドと、延長部材と、幾分小さい画像領
域と従来の折り重ねラミネート構造とを有する第２リストバンドと、プリンタ処理のため
にあらかじめ穴が開けられたシートを有する自己接着性ラベルのマトリックスとを有する
、ページサイズのフォームである。
【図３１】連続ロールのリストバンドから分離したパネルの平面図であり、支持層パネル
の上を覆う表面素材層を示している。
【図３２】図３１に示されたパネルにダイカットされたセルフラミネート型のリストバン
ドを備える２層マトリックスの平面図である。
【図３３】サーマルプリンタにおいて用いるように特に適合された、ロール状に巻かれた
リストバンドの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１から図３に示すように、親出願の発明のビジネスフォーム２０の第１実施形態は一
般に、好ましくは約３と１／２インチ×１７インチ（３　１／２’’×１７’’）の全体
サイズを形成する、支持体２４にダイカットットされたリストバンド／ラベルアセンブリ
２２を含む。一般に、ビジネスフォーム２０は、３つのウェブ構造を用いて、すなわちペ
アの薄膜ポリマー透明ウェブ２８、３０の間に挟まれたポリマーラミネート紙中心ウェブ
２６を用いて組み立てられ、次に、支持ウェブ３１に乾燥接着される。ポリマーコート紙
ウェブ２６は支持ウェブ３１に乾燥接着され、これにより、リストバンド／ラベルアセン
ブリ２２をダイカットに沿って支持ウェブ３１から分離して、リストバンド／ラベルアセ
ンブリ２２を支持体２４から取り外し得る。フォーム２０の端部では、接着剤３２がリス
トバンド／ラベルアセンブリ２２のリストバンド部分３６の単一端３４に塗布されている
。好ましくは剥離被膜を有する紙製の別個のパッチ４０が接着剤３２を覆い、ウェブは、
パッチ４０が支持体２４から分離される際に、接着剤３２を覆っているパッチ４０の一部
が単一のリストバンドの端部３４で分離するように、ダイカットされている。リストバン
ド／ラベルアセンブリ２２が支持体２４から分離されるとき、フィラー４４は下部ウェブ
３０に接着されたままであるため、スロット４２を備える「締付け部」が形成される。
【００２７】
　親出願の第１実施形態のリストバンド／ラベルアセンブリ２２は、リストバンド部分３
６とタブ部分４６とを含む。タブ部分４６は好ましくは複数の個別ラベル４８を有するラ
ベル部分５６を含み、ラベルのそれぞれは、タブ部分４６の本体と一緒に、識別表示５０
、好ましくはバーコードで識別される。５枚のラベル４８が示されているが、当業者には
、本発明の範囲を逸脱することなく、それより多い数または少ない数のラベルが提供され
てもよいことが明らかである。好ましくは、剥離層５１が、ラベル４８の下に置かれ、ラ
ベルを任意の他の媒体、例えば、カルテ、衣服などの所持品のバッグに付けられたタグ、
薬の容器等に接着するために各ラベルで保持されている接着層を、タブ部分４６から取り
外しやすくしている。好ましくは、リストバンド部分３６はまた、例えばリストバンドの
ストラップ部分５４に沿って着色剤５２によって、カラーコード化されている。当該技術
分野で知られている任意の好都合なカラーコード化方式が利用されてもよいが、このよう
な好都合な方式の１つは、死亡者には黒色、生きているが生存するには応急手当てが必要
な人には赤色、生きているが回復には手当てが必要な人には黄色、生きていて命に別状の
ないけがに対して注意が必要な人には緑色が用いられている。他のカラーコード化方式が
当業者には明らかだが、それらのカラーコード化方式も本発明の範囲内である。タブ部分
４６は、ダイカットによってラベル部分５６から分離されており、それによって、必要な
場合には、ラベルをリストバンド部分から分離することができるが、意図的に外されなけ
れば保持されている。各ラベル４８はダイカットによって画定され、各ラベル４８をタブ



(13) JP 2010-529492 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

部分４６から個々に分離しやすくするために、接着層と、下層の剥離層とを有する。例え
ば医療関係者が手に手袋をはめているか、または流体が存在する場合、周りを取り囲んで
いるより広い部材５８をラベル４８の周りから剥がして、ラベルを取り外しやすくしても
よい。
【００２８】
　図４に示すように、リストバンド／ラベルアセンブリは、リストバンド／ラベルアセン
ブリを支持体から分離し、ストラップ部分を締付け部またはスロットを通して手首周りに
巻き付け、ストラップ部分を所望の強さで引っ張り、ストラップ部分の単一端に塗布され
た接着剤を覆うカバーを取り除き、次に単一端をストラップ部分に固定して円形またはリ
ストバンドを完成させることによって、被害者、例えば被害者の手首周りに容易に取り付
けできる。この方法においては、被害者は、医療状態についてカラーコード化され、例え
ばバーコードなどの識別表示で識別され、ラベルのセットは、被害者に関連付けられる所
望の任意の他の物品、例えば、被害者の所有物、カルテ、投与されている薬または所望さ
れる任意の他の物品に印を付けるためにすぐに利用できるようになっている。
【００２９】
　図６から図８には親出願の第２実施形態が示されており、第２実施形態が、シートタイ
プの構造（第２実施形態は使用前に、このシートから分離されなければならない）の一部
として供給されておらず、あらかじめプリントされ、医療状態等を表示するための別の構
成を有することを除いて、第２実施形態は第１実施形態と極めて類似している。図６から
図８に示されるように、第２実施形態は、第１実施形態と同様に、最初に支持体から分離
することなく完全に形成され、使える状態にある。しかしながら、第２実施形態はまた、
ストラップ部分７２とタブ部分７４を有する。ストラップ部分はまたカラーコード化され
てもよいが、好ましくは、ダミーのタブ８０と一緒に、タブ部分７４から分離するための
複数の分離可能なタブ７６を設けることにより、取り付けられたフォームを見た人が、医
療状態を示すために意識的に作業がなされたことを確認できるようにする。そうでない場
合には、ダミーのタブ８０が存在しており、この特徴物が少なくともこれまでのところ使
用されていないことを示す。カラーコード化と一緒に、好ましくはバーコードも個々のタ
ブ７６上に表示されており、各タブ７６は照合バーコードを有し、これにより、被害者の
状態が患者のＩＤバーコードとしてスキャンされ、同時にコンピュータまたはデータベー
スに取り込む。例えば、複数の未熟な関係者が使用する場合であっても、被害者に印を付
ける際に一貫性を保つのに役立つ種々のカテゴリーに対する特定の意味に関して医療技術
者に知らせる定義情報といった、別の情報もタブ７６上に提供されてもよい。この情報は
、医療上の緊急事態が生じた場合に手が空いている関係者の資質または習熟度合いについ
ては誰にもわからないため、本フォームをほぼ独習するのに役立つ。図７に示されるよう
に、タブ部分７４の背面は、追加の指示情報、またはバイタルサインもしくは薬へのアレ
ルギー等の他の医療情報等を記録するための場所を有してもよい。さらに注目すべきは、
この第２実施形態で示されるように、スロットを備える締付け部７８が１つではなく２つ
あることである。これによって、ストラップ部分７２を、変化する寸法により近いサイズ
とし、したがって広範囲の外肢において使用できる。締付けスロット７８の間で２列に配
置されていることが示されている、他の同様の特徴物、例えば、バーコードラベル８１も
含まれる。
【００３０】
　図８は、第２実施形態を所望通りに形成するために用いられる４つの層を示している。
一番上の層は透明な保護フィルムのウェブ８０であり、この保護フィルムは、フォームの
全体を横切って延び、タブ７６、８０の引き剥がしを可能にするために上述したように穴
を開けられ、締付け部７８を形成する穴８２を有する。２番目の層は、フォームに含まれ
る情報の大部分に関して所望の情報があらかじめプリントされていることが好ましい、表
面素材８４から構成されている。次の層は、接着層８６であり、好ましくは、当該技術分
野で知られているように、パターン化層および剥離被膜であり、以下でより詳細に説明す
るように、接着層８６によって、付属品上にバーコードを貼り付けるための自己接着層を
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備えるタブ８６を取り除くことができる。一番下の層は、表面素材ウェブ８０の底部を保
護する作用をするベースフィルム材料のウェブ８８である。複数の図において明らかなよ
うに、第１実施形態のパッチ４０と同様のパッチ８９が示されており、このパッチ８９を
利用して、ストラップ部分７２の端部を取付け、被害者の外肢に着けてリストバンドを完
成させる。より具体的には、シリコーン９０の２つの区画が、図８の挿入された側面図に
示されている。シリコーンのこれらの区画は、パッチ８９とバーコードラベル８１と整列
し、これにより、分離すると、これらの区画が、パッチ８９とバーコードラベル８１と共
に、これら区画を自己粘着性にする接着層を保持するようになる。
【００３１】
　図５に示されるように、被害者が処置されるとき、親出願の発明はまた、この情報をコ
ンピュータ１００に入力することができ、患者のＩＤおよび医療状態の好ましくは両方に
対して、バーコードスイーパ（ｂａｒｃｏｄｅ　ｓｗｉｐｅｒ）１０２等によってバーコ
ードを読み取り、その後、この情報をインターネットを介してサーバ１０４に送信するこ
とができ、ウェブサイトにおいて照合および表示する、ことを意図している。当該技術分
野で知られているように、複数のコンピュータ１０２を同じサーバ１０４に容易に接続で
き、多数の医療施設からの入力情報を同時に処理することができる。これによって、この
情報は、被害者が処置されるときにほぼ即座に、ウェブを介して遠隔位置で利用できるよ
うになり、身内または愛する人を捜し求めている家族の不安を取り除く。
【００３２】
　親出願の発明の主要な利点および特徴を、好ましい実施形態を説明することで示してき
たが、当業者には明らかなように、親出願の発明の他の態様および変形形態が存在する。
例えば、バーコードではなく、フォーム上で他の識別表示が用いられてもよい。フォーム
は、医療分野の緊急事態以外の他の用途で用いてもよい。被害者を分類するために、カラ
ーコードではなく他のコードまたは表示が用いられてもよく、または、被害者は、異なる
医療カテゴリーに基づいて他のカテゴリーに分類されてもよく、または、所望される場合
、コードがフォームから除外されてもよい。例えばセルフラミネート型の構成などの他の
構成が、特にリストバンド部分を含むフォームで用いられてもよく、さらにリストバンド
は１回使用する間に損傷から保護される。単一端をスロットの周りに、スロットを通して
ループ状に巻くのではなく、リストバンドに取り付けるための他の手段が用いられてもよ
い。締付け部の別の形体または締付け部の異なる構成が用いられてもよい。さらに他の変
形形態が当業者には明らかだが、親出願の発明は、添付の特許請求項の範囲およびそれら
の法的均等物によってのみ限定されるものとする。
【００３３】
　図９には第２の親出願の発明の発明物１００が示され、約３インチ×１１インチの２層
のシートレットサイズの構造で形成されているとして示されている。上部層１０２は、好
ましくは、レーザプリンタまたは他のコンピュータ制御されたプリンタからプリント画像
を容易に受け入れる、ボンドなどの表面素材であり、下部のラミネート層１０４は表面素
材層１０２の下にあり、剥離被膜された部分を含むパターン化接着層によって接合されて
いる。これらは、さらに読めば明らかとなる。発明物１００は一般に、ダイカット１１０
によって画定された表面素材のプリント可能な領域１０８を有するセルフラミネート型リ
ストバンド１０６と、一体形成されたストラップ部分１１２と、ラミネート部分１１４と
、ラミネート層１０４内でダイカット１１８によって同様に形成された締付け部１１６と
を備える。表面素材のパッチ１２０もまた表面素材層１０２にダイカットされ、後に説明
するように、リストバンド１０６が患者に取り付けられるとき、ストラップ部分が付着さ
れる接着パッチを覆う。ストラップ部分１１２の全長を剥離コーティングによって覆い、
これにより、ストラップ部分１１２がシートレット１００から取り外された後に、ストラ
ップ部分１１２がそれと一緒に接着剤がついてこないようにしている。ラミネート部分１
１４は、その上部部分１２２を表面素材領域１０８に付着するために、上部部分１２２と
表面素材領域１０８との間に接着層を有する。しかしながら、ラミネート部分１１４の下
部部分１２４は、接着剤が塗布されていない領域の窓１２６を有するので、ラミネート部
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分が折り重ねられるため、プリント可能な領域１０８を覆う接着層は存在しない。形成さ
れる場合には、リストバンド１０６がシートレット１００から分離された後にリストバン
ド１０６を形成する補助手段として、ラミネート部分の半分部分１２２、１２４の間に折
り目またはミシン目１２８が形成される。締付け部１１６は一般に、延長部分１３１内に
形成され、ストラップ部分１１２をスロットを通して挿入しやすくするために、表面素材
領域１０８とストラップ部分１１２にほぼ垂直に配置されたスロット１３０を備える。ス
ロット１３０の中心軸に沿って、延長部分１３１の幅全体にわたって、折り目またはミシ
ン目１３２も提供され、延長部分１３１がスロット１３０を所望の長さまで通り抜けた後
、延長部分１３１がストラップ部分１１２の上に折り重ねられ得るように、接着剤が延長
部分１３１を覆っている。延長部分１３１と締付け部１１６とは、ラミネート部分１１４
の下半分部分１２４に近接しているとして示されており、その結果、リストバンドが取り
付けられるとき、延長部分１３１の接着層が患者の手首の方を向く。あるいは、延長部分
１３１と締付け部１１６とは、図９の挿入図に示されるように、ラミネート部分１１４の
上半分部分１２２に近接して形成されてもよく、この構造では、延長部分の接着剤は、リ
ストバンドが取り付けられるとき、患者から離れる方向を向く。この代替構成では、他の
構成が小さいタブを生成し、このタブがリストバンドを強く引っ張る程度に応じて平らに
なるかまたはならない可能性があるため、リストバンドは患者に対してより平らになる可
能性がある。しかしながら、これが重要とは考えられない。
【００３４】
　使用中、このリストバンドの実施形態は最初に、ストラップおよび／またはダイカット
された表面素材領域１０８の端部を押し下げて、それを剥がすことによって、支持体のシ
ートレットから分離され、それによって、リストバンドアセンブリを構成するマトリック
スを分離する。次に、ラミネート部分１１４を折り曲げて重ね合わせ、プリントされた表
面素材領域を封止する。次に、ストラップを手首周りに巻き、ストラップを締付け部に挿
入し、延長部分を折り重ねてそれをストラップに付着し、次にストラップの端部上の接着
剤を露出させ、ストラップをそれ自体に戻して付着して余分なストラップを固定すること
によって、リストバンドが患者の手首に取り付けられる。介護者は、ストラップを延長部
分に付着する前に、ストラップを締付け部のスロットに通す長さを調節することによって
リストバンドの締め付け強さを選択することができる。
【００３５】
　また、シートレット１００の上には延長部材１４０が示されており、この延長部材１４
０は一般に、ラミネート層１０４の全長の一端にクラムシェル型接合部分１４２と、他端
に接着パッチを覆う表面素材パッチ１４４とを備える。延長部材１４０は、ストラップ部
分１１２の有効長を延ばすために用いられてもよく、ストラップ部分１１２の長に沿った
どこかの位置にクラムシェル型部分１４２を付着し、先に説明したように、延長部材１４
０上の接着パッチを用いて、ストラップ部分１１２をストラップ部分自体に接合すること
によって取り付けられる。延長部材１４０の長さは、ストラップ部分１１２のような接着
剤がないので、患者の皮膚に対しては接着剤が露出しない。
【００３６】
　図１０に示されるように、複数の自己接着性ラベル１４６と一緒に、リストバンド１０
６と延長部材１４０とがページサイズのシートの一部として含まれてもよい。本発明者に
よる従来の特許で示された先の発明におけるのと同様に、リストバンド上だけでなくラベ
ル上にも患者に関連する識別情報をプリントすることが望ましいことがわかってきている
。このラベルは、必要に応じて個別に引き剥がして、患者に用いるための専用のアイテム
をラベルで表示し、例えば血液サンプル、組織サンプルなど他の医療的アイテムを識別す
ることができる。したがって、図１０に示されるように構成された本発明の必要性がわか
ってきた。
【００３７】
　図１１に示されるように、ページサイズのフォームにはまた、リストバンド１０６の混
合体１０６およびリストバンド１６０の異なる実施形態が提供されてもよい。リストバン
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ド１６０は、好ましくは、リストバンド１０６よりも長さが少し短く、若干異なる構成の
締付け部を有する。図１１に示されるように、それぞれが、リストバンド１０６と同様に
、表面素材層からダイカットされたプリント可能な表面素材領域１６２を有する２つのリ
ストバンド１６０がある。さらに、リストバンド１０６と同様に、ストラップ部分１６４
とラミネート部分１６６と締付け部１６８とがまたラミネート層にダイカットされている
。しかしながら、締付け部分１６８は、ラミネート部分１６６の上半部部分１７２と下半
分部分１７４の両方に近接してダイカットされたペアのスロット１７０を備えており、こ
れにより、２つの半分部分１７２、１７４は折り重ねて表面素材領域１６２の上に重ねら
れ、スロット１７０が互いに重なりあい、表面素材領域１６２とストラップ部分１６４と
の中間に単一の開口を形成するように位置合わせられている。締付け部をこの位置に置く
と、いくつかの相違点が明らかになる。まず、リストバンド１６０は、好都合には、より
小さい円周を囲むことができ、その結果、リストバンド１６０は、リストバンドを形成す
るループの外側に表面素材領域１６２とラミネート部分１６６とを取ることから、より小
さい手首、例えば赤ちゃんの手首に容易に取り付けることができる。代わりに、表面素材
領域１６２とラミネート部分１６６は、リストバンド１６０が患者に取り付けられた後に
ストラップ部分１６４から実質的に吊り下がる「吊り下がりタグ」を形成する。本実施形
態では、ストラップ部分１６４が、第１実施形態におけるように、上半分部分１７２から
延びる代わりに、下半分部分１７４から延び、それによって、ストラップ部分１６４を締
付け部分１６８を通してその周りに巻き、次に、表面素材領域１６２を通過するかまたは
遮ることなく、ストラップ部分自体に戻して巻くことができることに留意されたい。この
リストバンド１６０の構造は、より小さい手首に適合されるものとして図示されているが
、より長いストラップ部分１６４を備えて、または延長部材１４０を備えて用いられても
よく、設計上の選択事項と見なされてもよい。シート上にはまた、リストバンド１０６、
１６０のいずれかに直接もしくはクリップに個別に取り付けるのに便利な、または使用者
の財布に入れて携帯するためのスロット１７８を有した、それ自体がセルフラミネート型
であるペアのＩＤカード１７６が示されている。リストバンドとＩＤカードのこの集合体
は、１人の親に対して１つのリストバンドと、１人の親に対して１枚のＩＤカードと、１
人または２人の乳児または子供に対して２つのより小さいリストバンドとを有する小児科
の状況に特に有益であることがわかってきている。
【００３８】
　図１２は、複数の自己接着性ラベル１４６と一緒に２つのリストバンド１０６を含み、
図１０に示された構成とは少し異なるが、同じ発明のリストバンドが用いられている、シ
ートサイズのフォームを示している。図１３は、代替のリストバンド１６０が用いられて
いることを除いて、図１２に示されたフォームと類似のシートサイズのフォームを示して
いる。本発明者は、これらの製品の特定のグループ分けが、特定の用途については容認さ
れ、商業的な成功を得ていることをわかっているが、ラベルまたはＩＤカードの有無にか
かわらず、異なる構造のリストバンドの他の組み合わせが、設計上の選択事項として望ま
しいこともわかる。
【００３９】
　図１４は、本明細書における本発明者の継続した発明成果を表す発明物を示している。
図１４に示されるように、リストバンド２００は、ストラップ部分２０２と、締め付けス
ロット２０６とペアの全幅ラベル２０８とを含むタブ２０４とを有する。各ラベル２０８
とストラップ部分２０２の近接領域とは、好ましくはバーコードとして示される、識別表
示２１０によりコード化されている。任意の所望の識別子、例えば、会社名、病院名また
は他のメッセージなどでプリントされ得るプリント領域２１２がストラップ部分２０２に
含まれている。本発明の構造は上述の構造と類似であってもよく、図１の実施形態に関し
て説明したような複数のウェブ構成を備える。ラベルは、リストバンドの用途に応じて、
取り外されても、任意の他の関連材料に貼り付けられてもよい。医療機関では、ラベルは
、カルテ、薬、食器、衣料品バッグ、または任意の他のよく知られた必要品に用いられて
もよい。その他の用途においては、使用者の想像によってのみ限定されるように、例えば
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、個人的な物品、チケット、受領証、請求識別子、例えばクレジットカードの請求等の他
の使用がなされてもよい。
【００４０】
　図１４に示される実施形態は、人が手首周りに着用するのがより快適であり得る、全体
に細長いストラップ部分２０２を有し、締め付けスロット２０６をストラップ部分２０２
の幅よりもわずかに広くして、リストバンド２００を固定する際に挿入しやすくしてもよ
い。リストバンド２００を人に取り付けることを望むまで、好都合には、接着保護パッチ
２１４がストラップ部分２０２の先端の接着パッチ２１６を覆ってもよい。締め付けスロ
ット２０６に挿入した後、取付けプロセスを完全にするために、パッチ２１４は取り外さ
れ、ストラップ部分２０２が折り重ねられ、ストラップ部分自体に付着されてもよい。ス
トラップ部分２０２は、人の外肢に着けてリストバンドをきつく縛るように、ストラップ
部分２０２を挿入した後、ストラップ部分を引っ張ることによって人に着けられるように
きつく締めてもよい。あるいは、ストラップ部分２０２はきつく締められる必要がなく、
リストバンド２００を「緩めた」状態のままにして、しっかり固定されるが、おそらくよ
り快適なフィット性を提供してもよい。
【００４１】
　図１５から図１７には、図１４に示される基本的な構成のラベルの変形形態が示されて
いる。これらは、図１５に示されるように、全てが同じ全幅方向に配置された複数（５つ
）のラベル２０８を含み、図１６に示されるように、単一の全幅ラベルと垂直に配置され
た２つのペアのラベルと、図１７に示されるように、単一の垂直に配置されたペアのラベ
ルとを含む。これらのラベル構成は、意図される使用者の必要性を最も望ましく満たすこ
とが予測されるように示されているが、当業者であれば、他のラベル構成が本発明の範囲
から逸脱することなく用いられてもよいことが明らかである。
【００４２】
　図１８には、セルフラミネート型のリストバンド２２０と延長部材２２２と複数の自己
接着性ラベル２２４とを含む、略ページサイズのシートが示されている。このシートを構
成するのに用いられる種々のウェブは、上で説明してきた。セルフラミネート型リストバ
ンド２２０は、好ましくは表面素材層内で形成される表面層部分２２６と、好ましくはラ
ミネート層内で形成されるラミネート層部分２２８と、好ましくは同じくラミネート層内
で形成されるストラップ部分２３０と、好ましくはラミネート層内で形成される取付け部
分２３２とを含む。図１８に示されるように、１つのスロット２３４が取付け部分２３２
の延長部分２３６内に形成されている。折り目２３８が、後で説明するように、ストラッ
プ部分２３０を付着するために、スロット２３４を折り重ねる補助手段としてスロット２
３４を２等分する。図示されているように、折り目２３８は、スロット２３４の中心軸を
通り、ラミネート層を通って、両側で不完全な切れ目を備えてもよい。接着層はスロット
２３４を実質的に取り囲んでおり、これにより、接着層が折り重ねられると、スロットに
挿入されたストラップ部分に付着するようになる。第２のスロット２４０が、表面層また
は素材部分２２６内と、下にあるラミネート層内との両方に形成されてもよい。表面素材
部分２２６は、略矩形状のプリントまたは画像領域の縁部からスロット２３４の縁部まで
延びるタブ２４２を有する。
【００４３】
　使用中、シートはまず、情報、例えば、患者の名前、入院番号または他の情報をラベル
２２４およびリストバンド２２０に付け加えるために、レーザプリンタ等を用いて処理さ
れてもよい。次に、リストバンドがシートから分離され、親出願の発明の他の実施形態に
関して上記で詳細に説明したように、患者の手首に取り付けられてもよい。但しこの場合
、ストラップの端部はスロット２３４に挿入され、次にタブが折り重ねられ、ストラップ
の端部を所定の位置に付着する。他の実施形態におけるように、接着剤はストラップの端
部に塗布されなくてもよい。代わりに、タブスロットを実質的に取り囲む領域に塗布され
た接着剤がストラップを所定の位置に固定する。表面素材タブ２４２が、ストラップの端
部が接着剤の付いた表面と接触することを防ぐこと、および、他の実施形態と異なり、リ
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ストバンドが取り付けられる際に患者の手首を通過するストラップの端部には接着剤がな
いことに留意されたい。このことは、リストバンドが取り付けられる際に、リストバンド
が「汚れ」なくなり、それによって、リストバンドを困難なまたは非協力的な患者にさら
に良好に取り付けるのを容易にすることを保証するのに役立つ。リストバンド２２０の有
効長を延ばすために、他の実施形態に関して説明したように、延長部材２２２が用いられ
てもよく、延長部材は、同様に、その端部に塗布される接着剤を有する必要がない。
【００４４】
　図１９は、全体に長さがより短く、一方のリストバンドに対して異なるスロット構成を
有する、２つのリストバンドを備えることを除いて。図１８の構成と類似のリストバンド
とラベルの別の構成を示している。シートの上部近くに図示されたリストバンド２６０は
、図１８に示されるように、リストバンド２２０と同様に設計されている。上述のように
、このリストバンド２６０は、患者の手首周りに好都合に取り付けられる。第２のリスト
バンド２６２は、表面素材部分２６８の両側に締付けスロット２６４、２６６を有し、ス
トラップの縁部２７０は、接着パッチ２７２を有する。使用中、第２のリストバンドは、
いくつかの異なる方向に取り付けられてもよい。このような方向の１つでは、ストラップ
の端部が、両方のスロット２６４、２６６に挿入され、表面素材部分２６８の下を通過す
る。この方向においては、表面素材部分は、リストバンドが取り付けられた後は、より平
らな状態を維持する傾向があり、幼児もしくは小さい手首、またはその他のきつく引っ張
られたリストバンドに関しては、このより平らな方向は、表面素材上で任意のバーコード
化された情報を読み取るのに役立つ。別の方向では、ストラップの端部が内側の締め付け
スロット２６４を通って挿入され、この結果、表面素材部分２６８がリストバンド２６０
から自由に吊り下がるようになる。さらに別の方向では、ストラップの端部は外側の締付
けスロット２６６を通して挿入され、これは他の実施形態に関して上で説明した方向に極
めて類似している。この方向ではリストバンドは最大長さとなり、この場合、表面素材部
分２６８はリストバンドの円の一部を形成しており、ストラップの端部は取り付けるため
にそれ自体に戻るように折り曲げられている。これらの２つのリストバンドは、小児科症
例に適用するために独特な組み合わせを形成している。この理由は、異なるリストバンド
構造にすることにより、リストバンドを幼児の手足の両方に、種々の方向で、すべてシー
トを１枚消費するだけで、取り付けることができるためである。
【００４５】
　図２０に示されるシートは、複数の自己接着性ラベル２８２と一緒に、２本のリストバ
ンド２８０を提供する。この実施形態では、２本のリストバンド２８０は、図１９に示さ
れたリストバンド２６２と同じ設計である。この構成は、新生児集中治療室の幼児に用い
られるのに特に適合されている。この理由は、２本のリストバンドは両方とも、上述のよ
うに、２つの方向のいずれで配置されてもよく、これによって、２本のリストバンドを、
集中治療を受けている幼児のいずれの手足への取付けにおいても、柔軟性を最大にするこ
とができるからである。この状況では、多くの異なる種類の状態に遭遇し、この柔軟性に
よって、単一のリストバンドフォームおよびラベルのセットを消費するだけで、リストバ
ンドをうまく使用することができる。
【００４６】
　図２１に示されるように、延長部材３０２および自己接着性ラベル３０４と一緒に、リ
ストバンド３００が２層パネル３０６内に形成される。パネル３０６は両側の端部３０８
、３１０において端と端をつなぎ、これを繰り返すことにより、典型的なサーマルプリン
タによってプリントするために、連続ロールのリストバンドを形成してもよい。パネル３
０６の２つの層は、表面素材３１２とラミネート層３１４とから形成されている（図２２
を参照のこと）。リストバンド３００の構造は、上で説明した他の実施形態において説明
した構造と極めて類似している。全体として、図２１および図２２を参照すると、表面素
材層３１２は、画像領域３１６と、折り重ねラミネート部分３１８と、表面素材３２４の
取り外し可能なパッチによって保護されている接着パッチ３２２を有する尾状部分３２０
と、表面素材層３１２とラミネート層３１４の両方に形成された画像領域３１６の両側に
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おけるペアの締付けスロット３２６とを含む。好ましくは、接着剤パターンを用いて表面
素材３１２をラミネート層３１４に接合することにより、重なったラミネート部分３２８
と尾状部分３２０には接着剤が塗布されない。
【００４７】
　代替の実施形態においては、別の熱画像リストバンドの構造３３０が、図２３では表面
素材層３３２を有し、図２４ではラミネート層３３４を有して示されている。注目すべき
ことに、折り重ねラミネート部分３３６は、例えば図２１、図２２の実施形態に示される
ように、横方向に配置されるのではなく画像領域３３８の縦方向に配置されていることで
ある。この配置によれば、より細い外形が提供され、この結果、表面素材３３２とラミネ
ート層３３４とを備えるパネル３４０が図２１、図２２に示されたパネルに比べてより細
くなる。また、図２１、図２２に示された実施形態と同様に、パネル３４０は端と端を接
して連続的に配置され、次に、当該技術分野で知られているように、サーマルプリンタで
好都合に扱われ得る空白のリストバンドのロールを形成してもよい。
【００４８】
　リストバンド３５０のさらに別の実施形態が、図２５においてシートレット３５２とし
て示されている。このリストバンド構造３５０において注目すべきことは、表面素材画像
領域３５４が、両側端部３５８、３６０において、切り欠かれた肩部３５６を有すること
と、リストバンド３５０がシートレット３５２から分離し、ラミネート層の半分部分３６
８を画像領域３５４とラミネート層の半分部分３６６との上に折り重ねることによって組
み立てられる際に、リストバンドの外形が維持されるように、ラミネート層３６２もラミ
ネート層の２つの半部部分３６６、３６８において切り欠かれた肩部３６４を有すること
である。
【００４９】
　切り欠かれた肩部３５６は、各端部３５８、３６０における第１の幅から、より大きな
幅を有する画像領域３５４の一部への曲線状移行部として示されている。特定の曲線形状
は、画像領域３５４がその両端部３５８、３６０で僅かに広い寸法となっている点を除い
て、設計上の好みの問題である。曲線形状は、個々の使用者の好みに合わせて、および最
大の製造の容易性と着用者の快適性を提供するために、多かれ少なかれ極端に選択されて
もよい。さらに、切り欠かれた肩部３５６が画像領域の片側のみに形成されていることに
留意されたい。より深い「Ｖ」３７０が、画像領域３５４の両側において、切り欠かれた
肩部３５６に適合するようにラミネート層内で形成される必要があるため、この構成は、
ラミネート層のダイカットの外形輪郭を単純にする。したがって、図示された構成は、ラ
ミネート領域内にダイカットを形成するのに必要な、または、ダイカットをシートレット
３５２から分離することをより難しくするのに必要な正確さを、かなりの程度まで上げる
ことなく、拡大した画像領域を提供する。そうであっても、切り欠かれた肩部３５６が画
像領域３５４の両側に形成されてもよいことは、本発明の範囲内である。さらに、ラミネ
ート領域は、外形輪郭を合わせるために対応する切り欠かれた肩部を有するが、好みの問
題としてラミネート領域を切り欠かないことは、本発明の範囲内である。
【００５０】
　図２６に示されるように、図２５に示されたリストバンド３５０は、ペア３７４の自己
接着性ラベルと一緒に、シートレット形状体３７２に含まれてもよい。上述のように、リ
ストバンド、延長部材の構造、および自己接着性ラベルについての本発明者の様々な実施
形態は全て、様々な使用者の必要性、プリンタ要件に合う種々の形式で、およびフォーム
の設計事項または好みの問題として、交換可能に混合および整合されてもよい。図２７に
示されるように、リストバンド３５０は、延長部材３７８および自己接着性ラベル３８０
と一緒に、シートレット３７６内に提供されてもよい。図２８には、さらに別のシートレ
ット３８２が示されており、このシートレット３８２は、４つの自己接着性ラベル３８４
と、プリンタを通してシートレット３８２をトラック給送および位置合わせのためのあら
かじめ開けられた複数の穴３８６と一緒に、リストバンド３５０を含む。図２９は上部部
分３９０を有するページサイズのフォーム３８８を示しており、リストバンド３５０と延
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長部材３９２とが、自己接着性ラベルのマトリックス３９６からミシン目３９４などで分
離された状態を示している。好ましくは、あらかじめ開けられた複数の穴３９８がまた、
プリンタとの位置合わせおよびプリンタを通るフォームの給送のために設けられている。
【００５１】
　図３０に示されるページサイズのフォーム４００は、第１の構造のリストバンド３５０
と、リストバンド３５０よりも僅かに小さい異なる構造のリストバンド４０２とを含む。
延長部材４０４が、いずれのリストバンド３５０、４０２においても用いることができる
ように設計されている。リストバンド４０２は、好みの問題として、少し小さいが、あら
かじめ開けられた複数の穴４０８と一緒に、１６の自己接着性ラベル４０６のマトリック
スをフォームの下部部分に形成することができる。種々のサイズを有するリストバンドが
特に有用であるいくつかの用途、例えば、乳児と親がそれぞれ識別／安全などの目的でリ
ストバンドを提供されることが望まれる場合のある用途が、産科病棟において存在する。
【００５２】
　図３１から図３３に示されるように、サーマルプリンタを用いて好都合に処理を行うた
めにロールに巻くのに十分な柔軟性のあるセルフラミネート型感熱プリントリストバンド
のさらに別の実施形態が示されている。これらの図に示されるように、連続構造の連続ロ
ール５０２は、それぞれがパネル５０６にダイカットされた２層マトリックスの複数のリ
ストバンド５０４で構成され、図２３および図２４に示された連続構造とほぼ同じである
。連続構造は、適切なラミネート材料からできた支持体層５０８を含み、ロール５０２の
全長にわたって連続している下層を提供する。弱い線またはミシン目５１０が、隣接する
パネル５０６を分離し、画定し、また１つずつ使用するためにリストバンドを引き剥がし
やすくしている。表面素材部分５１２が、上にある表面素材層５１４のパッチにダイカッ
トされ、表面素材層５１４は各パネル５０６に個々に付着されている。先に説明したよう
に、患者の名前、バーコード識別子、医師の名前等の適切なプリントが、表面素材部分５
１２に施される。同様に、第２のダイカットがラミネート層の各パネル５０６内にラミネ
ート部分５１６を画定する。ラミネート部分は、表面素材部分５１２が付着される第１領
域５１８と、リストバンド５００がパネル５０６から分離した後に表面素材部分５１２を
重ね合わせるための第２のまたは折り重ね部分５２０と、表面素材部分または第１の領域
５１８から延びる１本のストラップと第２のまたは折り重ね部分５２０から延びる第２の
ストラップとを備えるペアのストラップ５２２とを備える。代替構造体は、ストラップ５
２２に対して種々の位置を有する構造体を含む。例えば、第２または折り重ね領域５２の
両側から、もしくは表面素材部分または第１領域５１８から延びるようにストラップ５２
２を配置し、または図面で示されるようにそれらの位置から対角線上で反対になるように
ストラップ５２２を配置する。折り重ね領域５２０は、折り重ね領域５２０を折り重ねて
重ね合わせた後、表面素材部分５１２上にプリントされた情報を見やすくするほぼ透明な
部分５２４を有する。第２領域５２０全体は、好ましくは、第１領域５１８と表面素材部
分５１２とを確実に固定封止するために接着剤で覆われている。表面素材の保護被膜層を
有する接着パッチが、ストラップの両端に形成されて、それら両端を一体に接合し、リス
トバンドを着用者の手首に取り付ける。支持体層５０８にダイカットされ得る、延長部材
５２６もまた示されており、この延長部材５２６はいずれかのストラップの端部に取り付
けられ、リストバンド５０４の長さを効果的に延ばすために用いられる。
【００５３】
　発明を、本明細書において、リストバンド並びに、延長部材を含む他の発明の特徴およ
び付属品の構造に対するいくつかの代替形態を用いていくつかの実施形態で開示してきた
。具体的に述べられていない種々の代替形態もまたこれらの発明の範囲内にあることが当
業者には理解される。これらの代替形態のいくつかは、表面素材またはラミネート層の各
層に対して特定の材料の選択と、特定の使用接着剤と、リストバンドが形成されるページ
サイズのシートに対する構造の他の詳細事項とを含む。ストラップの特定の長さまたは形
状は、特定の用途に合わせて変更されてもよく、ストラップの端部における接着パッチの
位置は変更または除去されてもよく、ストラップがラミネート部分から延びる点と他の構
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成の詳細事項がまた本発明の一部として考慮され得る。ストラップ部分を重ね合わさない
ことが本発明者によって望ましいと考えられるが、なぜ重ね合わせる必要がないかの理由
は特にない。表面素材の形状またはサイズは変更されてもよく、実施形態のいくつかにお
いて外側のスロットに延びるタブは、表面素材または、スロットのその端部に近接する接
着剤を除去するために用いられる接着パターンから分離されてもよく、それでも同様の効
果を達成する。本明細書で開示した好ましい実施形態は、例示であることを意図している
のであって、本発明の主題に関して限定することは意図していない。他の同様または様々
な変更が考えられ、それらの変更は、本明細書に添付された特許請求項およびそれらの法
的な均等物の範囲によってのみ限定されるべき、本発明の一部と考えられるべきである。
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